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理由 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 112 条の規定による。 

上記の議案を提出する。 
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学校給食の無償化を求める意見書 

 

 少子化が急速に進展している背景には、子育て世代の経済的負担が大きい問

題がある。物価高騰によって、市民生活が厳しくなっている中で、教育費は教材

費や制服・体操服・学用品・修学旅行等の積立金・給食費、さらには学習塾の費

用など多岐にわたっていて、保護者の大きな負担になっている。また、家庭の経

済状況の格差が大きくなり子どもの貧困問題が指摘されている。栄養バランス

のとれた温かくおいしい給食を提供することは、子どものすこやかな成長のた

めにきわめて重要である。 

 こうした中で、全国で給食費を無償化する自治体が増加している。立川市でも

無償化に取り組むことに踏み出したが、大きな財政負担となっている。東京都が、

学校給食費無償化の 2 分の１を助成しているが、それでも財政状況で取り組む

ことができない自治体が生まれている。自治体間で、教育の根幹にかかわる給食

制度に格差が生じないように、国の責任において、学校給食費の無償化を実現す

るための財政措置を講じるように求めるものである。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 
令和６年３月 22 日 

立川市議会      
議長 頭山 太郎 

 

 

 


